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Ⅰ．環境省発足に先立って

○ 平成１３年１月の環境省発足に先立ち、先の通常国会で循環関係法６

本が一挙に成立した。地球環境と共生できる新たな社会を築くための取

組が拡がり、深まってきている。新しく生まれる環境省は、未来の社会

の明るい展望を示しつつ、国民との連携を深め、日本中の至る所で環境

保全の取組を促し、強化していきたい。

○ 環境省発足に伴い、平成１３年度予算案は、廃棄物行政を含む新たな

枠組みでの編成となる。

平成１２年中に公布された法律及び施行された法律

※は第１４７回国会で成立した法律

◆循環型社会の構築

（平成１２年６月公布、平成１３年１月完全施行）－ 循環型社会形成推進基本法※

－ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律※

（平成１２年６月公布、平成１３年４月完全施行）

－ 再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律※
（平成１２年６月公布、平成１３年４月施行）

－ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
（平成７年６月公布、平成１２年４月完全施行）

－ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律※
（平成１２年５月公布、平成１４年５月までに完全施行）

－ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律※
（平成１２年６月公布、平成１３年６月までに完全施行）

－ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律※
（平成１２年５月公布、平成１３年４月完全施行）

〔特定家庭用機器再商品化法 〕（平成１１年６月公布、平成１３年４月完全施行）

◆化学物質対策の推進

（平成１１年７月公布、平成１２年４月完全施行）－ ダイオキシン類対策特別措置法

〔特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
〕（平成１１年７月公布、平成１３年４月完全施行予定）

◆良好な生活環境の確保

（平成１２年５月公布、平成１３年４月施行）－ 悪臭防止法の一部を改正する法律※

◆環境行政組織の改革

〔環境省設置法 〕(平成１１年７月公布、平成１３年１月施行)

〔独立行政法人国立環境研究所法 ( )〕平成１１年１２月公布、平成１３年１月施行
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○ 環境省に係る平成１３年度概算要求案編成の基本方針(シーリング等)

１．概算要求基準額

２，４５０億円 (非公共(一般施策): ８３１億円 ＋ 公共: １，６１９億円)

（いわゆる既定経費についてのシーリング）

２．特 別 枠

(特別枠により要望する個別事業については、４ページ以降において と表示。)*

特 別 枠 総 額 うち環境省枠

（１）日本新生特別枠

【非公共】 ２，５００億円 １６３億円

【公 共】 ３，０００億円 ２８４億円

（２）生活関連等公共事業重点化枠

【公 共】 ３，０００億円 ７１９億円

（３）日本新生特別枠

【非公共留保分】 ５００億円 Ａ 億円

【公共留保分】 １，０００億円 Ｂ 億円

１，１６６億円
合 計 １ 兆 円

（＋Ａ＋Ｂ）

※（２）の重点化枠については、個別の省庁の要望枠は定められていない。
（３）の留保分(Ａ、Ｂ億円)は、秋以降に検討。

３．合 計 ３，６１６億円 （対前年度比 １，０２４億円（３９．５％）増）

(１＋２)

（参 考）環境庁等予算の近年の推移 (単位：億円)

10年度 11年度 12年度 13年度要求

６６９ ６９５ ８０６
一般施策

(103.9%) (116.0%)
環 境 庁 (一般施策)

１２９ １６５ １７６ ９９３
(対前年度比) 公共事業

(127.9%) (106.7%) (117.9%)

厚 生 省 ２３ ３１ ３６ (公共事業)
一般施策

(廃棄物関係) (134.8%) (116.1%) ２,６２３
総 理 府 (149.9%)

( 動物関係 ) １,４６１ １,５３３ １,５７３
公共事業

(対前年度比) (104.9%) (102.6%)

２,２８２ ２,４２４ ２,５９１ ３,６１６
合 計(対前年度比(％))

(106.2%) (106.9%) (139.5%)
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Ⅱ．平成１３年度環境省の重点施策

日本は、国土が狭く、エネルギーや鉱物資源に乏しい。しかし 「人」という重要、
な資源、長い歴史と伝統ある文化、豊かな自然環境を有している。

「世界の中の日本」は、これらの日本固有の貴重な資源を活かし、また、これまで
に培われた知恵と技術を活かし 「環境の世紀」の担い手として、国際社会の中で他国、
に代え難い役割を果たすことが求められている。

わが国は既に循環型社会に向けた第一歩を大きく踏み出した。
。今後は、これを加速し、できるだけ早く循環型社会を築き上げることが課題である

大量生産・大量消費・大量廃棄に依存し限界に直面した社会構造を改め、新たなスタ
イルの社会を構築することにより 「活力ある経済」と高齢化をも見据えた｢安全・安、
心で潤いのある質の高い生活｣を実現していかなければならない。

平成１３年度、環境省最初の年度の重点施策には、こうした視点に立って取り組む
こととしたい。

安全 安心で潤いのある 持続的発展が可能な・

経済社会づくり
生活環境の確保 （環境立国）

＜１．環境立国を支える社会構造改革・技術革新＞

将来にわたり高い質を ( )循環型社会への構造改革1
･････ ○循環型社会形成のための基盤整備持続できる

○循環型社会形成の推進国民生活のために
－リユース・リサイクルの輪の整備－

○国民･ＮＧＯ･事業者の自主的な環境保全
活動の促進

( )地球を守る技術革新2
○循環型､省ＣＯ 型社会に向けた技術の開発２

○ＩＴを活用した環境負荷の低減

＜２．直面する課題の解決に直結する政策に向けた改革＞

かけがえのない ( )地球とアジア太平洋地域の1
環境安全保障に道を拓く･････恵み豊かな地球環境を

○温室効果ガス削減のための国内担保将来世代に引き継ぐために
システム等地球環境対策の強化

○「リオ＋１０」に向けたアジア太平洋地域
における取組の強化

安全で安心できる ( )国民の安全・安心の確保2
･････ ○化学物質対策の充実強化国民生活のために

○自動車に起因する大気汚染対策の強化
○水・土壌・地盤環境の再生

生き物と共生する
潤いのある ( )自然の恵みを次世代へ引き継ぐ･････ 3

国民生活のために

＜３．国民の期待に応えうる環境行政組織への改革＞
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１．環境立国を支える社会構造改革・技術革新

平成13年度要求･要望額 平成12年度予算額

２，４９５億円 (１，６２９億円)(１) 循環型社会への構造改革

うち、日本新生特別枠要望
非公共： ５４億円／公共：２５９億円

生活関連等公共事業重点化枠要望
６７３億円

循環型社会の形成は、｢もの｣の価値を再発見し、｢もの｣と人とのかかわりを再構築する

｢ものルネッサンス｣から始まる。物の流れの動脈・静脈、需要・供給のすべての面で対策

を立体的に構築し、この新しい社会構造を支える制度と行動規範を普及定着させて、循環

型社会を具体化すると同時に、新規産業の創出による国内経済の発展を目指す。

このため、廃棄物の終着駅までの安全を確保し、リユース・リサイクルの輪を整備する

とともに、国民・ＮＧＯ・事業者の自主的な環境保全活動を促進することにより、物の流

れの静脈の整備を進める。

２，４４２億円 (１，６０１億円)①循環型社会形成のための基盤整備

循環型社会を形成するためには、その基盤となる社会資本の整備が必要。

平成１４年のダイオキシン類の規制強化に備え、安全で確実な処理を確保するため、廃

棄物処理施設整備を着実に進めるとともに、首都圏等一定の圏域での処理を推進するため、

国がイニシアティブを発揮して廃棄物処理センターを整備する。

また、不法投棄等不適正処理の早期発見、速やかな対応のための監視システムを整備・

改善するとともに、｢負の遺産｣であるＰＣＢなど廃棄物の処理を促進するため環境事業団

事業の見直しを行う。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

(増)廃棄物処理施設整備費(一部 ) ２３８，７９７(１５７，３４４)*

うち、公共事業に係る日本新生特別枠要望 ２５，８６０
生活関連等公共事業重点化枠要望 ６７，２７２

循環型社会形成のための、ものルネッサンス事業 のうち*

－廃棄物の終着駅までの安全確保－ のうち ６８８( ０)

(新)不法投棄等衛星監視システム開発調査 ２５０( ０)

(新)電子マニフェスト制度システム改善事業 １７０( ０)

(新)循環型社会形成総合情報収集・集積システム構築 ６５( ０)

(新)産業廃棄物情報管理システム構築事業費 ８０( ０)

(新)最終処分場跡地等点検・対策手法検討調査 ５２( ０)

ダイオキシン・環境ホルモン等緊急化学物質対策 のうち*

(新)ＰＣＢ廃棄物対策推進費補助金 ２，０００( ０)

【税制】 廃ＰＣＢ処理を促進するため、官民から拠出する「ＰＣＢ処理基金(仮称)」に対す

る拠出金の損金算入等の特例措置を新設する。
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②循環型社会形成の推進 －リユース・リサイクルの輪の整備－
２６億円 ( ９億円)

循環型社会の形成には、循環を基調とした制度を整備し、また、行動規範を定着させる

とともに、再生品等の需要を拡大するなどにより、循環の輪を完結させることが不可欠。

このため、循環型社会形成推進基本法をはじめとした廃棄物・リサイクル対策関連法に

基づく施策を着実に実施するとともに、その成果を検証し、運用の改善を図る。

また、具体的な拡大生産者責任制度の対象製品の拡大、廃棄物減量・リサイクル促進の

ための経済的措置の導入といった、新たな考えに基づく措置の導入の検討を進める。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

循環型社会形成のための、ものルネッサンス事業*

のうち

－リユース・リサイクルの輪の整備－ ４５９( ０)

のうち

(新)循環資源による再生品の規格等に関する情報提供事業 ５０( ０)

(新)循環型社会形成に向けた情報提供・普及啓発 ４３( ０)

(新)循環型社会形成のための経済的負担措置等の導入検討調査 ４５( ０)

(新)食品廃棄物減量化等促進事業 ３３( ０)

(新)容器包装リサイクルの効果等検証評価事業 ２６( ０)

政策対応型環境科学研究推進事業*

のうち

(新)循環型社会形成推進・廃棄物研究の推進 １，３１６( ０)

(新)建設廃棄物再資源化等促進事業 １５( ０)

(新)循環型社会形成推進基本計画策定準備費 １５( ０)

・ 廃棄物循環型社会基盤施設整備事業 －

（廃棄物処理施設整備費 ２３８，７９７百万円の内数）

【税制】

｢食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律｣の成立(平成12年５月)を受けて、事業者

による食品循環資源の再生利用のための設備投資を促進していくため、再商品化設備等に係

る特別償却制度並びに廃棄物再生処理用設備等に係る固定資産税及び事業所税の課税標準の

特例措置の対象に、食品循環資源の再生利用設備等を追加する。



- 6 -

③国民・ＮＧＯ・事業者の自主的な環境保全活動の促進
２７億円 ( １９億円)

持続的発展が可能な社会づくりには、事業者と消費者・国民とが相呼応した形で環境保全

活動に取り組み、日常生活、日々の経済活動に環境配慮を効果的に織り込んでいくこと(グ

リーン化)が不可欠。

このため、環境保全型製品・サービスの需要を拡大するため、国による積極的な選択・調

達(グリーン購入)や情報提供などにより、国民・ＮＧＯの環境保全活動を支援・促進すると

ともに、経済の動脈を担う事業者による環境会計や環境報告書などの取組を支援・促進する。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

循環型社会形成のための、ものルネッサンス事業*

のうち

－事業者等の自主的環境保全活動の促進－ ７８６( ０)

(新)循環型社会形成のための民間団体等の活動支援事業費 ７００( ０)

(新)環境物品情報包括提供事業費 ４０( ０)

(新)適切な環境物品情報提供体制検討調査費 ２８( ０)

(新)環境会計及び環境報告書の情報の信頼性確保の手法に関する １８( ０)

検討調査費

国民環境活動倍増事業*

のうち

(新)地域交流型環境学習推進事業 ３８( ０)

(新)国等におけるグリーン購入推進費 １９( ０)

(増)環境投資促進のための企業の環境会計実施支援事業 ４０( １４)

【税制】

民間団体による環境保全活動を促進するため、公益の増進に著しく寄与する法人（特定公

益増進法人）の範囲を拡大し、環境保全活動を行う者に対する助成金の支給又は環境保全に

関する普及啓発を主たる目的とする公益法人を追加するとともに、環境保全活動を行う特定

非営利活動法人（ＮＰＯ法人）に関する所要の措置を新設する。
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８２億円 ( ４億円)(２) 地球を守る技術革新

うち、日本新生特別枠要望
非公共： ７５億円

環境を保全する官民の諸活動へ新技術を積極的に活用し、一層の環境保全とともに新規産

業の創出を目指す。

①循環型、省ＣＯ 型社会に向けた技術の開発２

社会の仕組みを円滑に循環型、省ＣＯ (二酸化炭素)型に転換するためには新技術の開発２

とその普及が不可欠 。その際、ライフサイクルアセスメント(ＬＣＡ)の考え方を取り入れ

つつ、個々の技術あるいは複数の技術で構成されるシステムが全体として環境負荷を低減す

るよう設計する必要がある。

このため、環境技術開発推進専門家会議(仮称)の助言の下で、幅広い環境分野の中から緊

急に開発すべき環境技術に関する重点的な研究開発を支援するとともに、環境省が主体とな

って廃棄物・リサイクル技術、温暖化防止技術、公害防止技術、自然環境保全技術など、個

別の行政課題の解決に直結した技術の検証やその成果・情報の普及を進める。

また、廃棄物行政をはじめ、環境行政の科学的な展開の基盤となる科学的知見の集積を図

る。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

環境技術革新支援事業 １，１４６( ６)*

(新)環境技術開発推進費 １，０１０( ０)

(増)環境技術情報提供システムの構築等経費 １３６( ６)

政策対応型環境科学研究推進事業*

のうち

(新)循環型社会形成推進・廃棄物研究の推進(再掲) １，３１６( ０)

(新)ＣＯ 削減固定化等技術に係る知識ベース形成調査 １０( ０)２
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②ＩＴを活用した環境負荷の低減

省資源・省エネルギー、環境負荷低減型のライフスタイル、ビジネススタイルを実現する

ためには、国民との｢対話｣を可能にするＩＴを活用して、国、地方公共団体、事業者、ＮＧ

Ｏ等が環境情報を幅広く共有し、主体的に活用できる環境情報システムを発展させることが

不可欠。

このため、国民との対話形式により大気環境、水質環境、生態系、地球環境等に関する環

境情報を一体的に集約するとともに、地方公共団体との常時オンラインによる接続、環境情

報の標準化などを進める。

また、野生鳥獣の保護管理、地球環境モニタリングなどの重要な行政課題について、ＩＴ

を活用して対策を効率的かつ効果的なものへと飛躍させる。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

国民対話型環境情報開発事業 ３，０７８( ０)*

のうち

(新)環境資源総合管理情報システム整備運営等経費 ４５０( ０)

(新)大気環境総合管理情報システム開発運営経費等 ５１３( ０)
(水質環境､野生鳥獣等に関する情報システム経費を含む｡)

(新)生態系総合管理基盤情報整備費 ６２５( ０)

(新)環日本海海洋環境ウォッチ経費 １１０( ０)

(新)リモートセンシング情報を活用した地域の保水能力の ２００( ０)

把握技術開発費

(新)温室効果ガス排出量・吸収量モニタリング・登録システム ３３４( ０)

整備費

(新)インターネットを活用した地球環境共同研究システム構築経費 ２，００３( ０)*
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２．直面する課題の解決に直結する政策に向けた改革

（１）地球とアジア太平洋地域の環境安全保障に道を拓く
１０８億円 ( ７５億円)

うち、日本新生特別枠要望
非公共： ３６億円

先進国たるわが国における地球環境対策の充実強化をテコに、併せて、途上国を含めた世

界全体の地球環境対策の底上げを目指す。

①温室効果ガス削減のための国内担保システム等地球環境対策の強化

２００２年までに京都議定書を発効させるため、わが国自らも議定書を２００２年までに

締結することが必要。京都議定書締結には、６％削減目標を確実に達成することが不可欠で

あるため、温室効果ガス排出・吸収量のモニタリング体制や削減量等の登録の仕組みの整備

等も含めた総合的な国内制度の確立に向けて全力で取り組む。

また、フロン回収・破壊対策を強化する。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

(新)地球温暖化国内法制度検討調査費 ４５( ０)

(増)地球温暖化防止対策取組促進経費 １８２(１６５)

(新)炭素税導入の対策効果及び経済活動への影響等に関する検討調査費 １７( ０)

(増)オゾン層保護対策強化等推進調査費 １５５( ８３)

国民対話型環境情報開発事業*

のうち

(新)温室効果ガス排出量・吸収量モニタリング・登録システム ３３４( ０)

整備費(再掲)

【税制】

低燃費車について、自動車税に係る所要の措置を新設するとともに、省エネルギー型の建

築物・住宅について、特別償却制度及び固定資産税・不動産取得税の課税標準の特例措置を

新設する。
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②「リオ＋１０」に向けたアジア太平洋地域における取組の強化

地球サミット後１０年目の２００２年に開催される国連会議(｢リオ＋１０｣)を節目として、

途上国を含む世界の環境政策を一段と飛躍させることが期待され、わが国にはとりわけ、環

境を共有するアジア太平洋地域の環境政策の進展に役割を果たすことが求められる。

このため、アジア太平洋地域を中心として、環境共同体意識を高める政策対話を継続する

とともに、環境モニタリングの実施と環境の状況の評価を行い、２１世紀にふさわしい革新

的な環境戦略を策定し、環境協力プロジェクトを推進する。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

アジア太平洋環境安全保障 １，１３８( ０)*

のうち

(新)アジア太平洋地域環境イノベーション戦略推進費 １，０７４( ０)

(新)21世紀初頭における環境・開発統合支援戦略策定費 ６５( ０)

(新)主要国環境大臣会合開催経費 ６８( ０)

(新)日中韓環境協力推進費 ２３( ０)

(増)北東アジア環境協力推進費 １７( １１)

(増)北西太平洋地域海計画活動推進費 ２６( ２１)

(新)アジア太平洋都市環境再生促進調査費 １６( ０)

国民対話型環境情報開発事業*

のうち

(新)北東アジア渡り鳥衛星追跡モニタリング事業 ５０( ０)
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１８０億円 ( １２６億円)(２)国民の安全・安心を確保する

うち、日本新生特別枠要望
非公共： ５６億円

生活関連等公共事業重点化枠要望
１０億円

国民の環境に対する強い不安のもととなっている化学物質、ディーゼル自動車排出ガス、

土壌汚染等について効果的な施策体系を迅速に確立する。

①化学物質対策の充実強化

国民の安全で安心な生活を確保するためには、ダイオキシン類やいわゆる環境ホルモン

(内分泌攪乱化学物質)を含む数万種に及ぶ化学物質を適切に管理し、人の健康や生態系への

影響を未然に防止する仕組みを作り、的確に運営していくことが必要。

このため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)、特定化学物質の環境

への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(ＰＲＴＲ法)、大気汚染防止法等に

基づく化学物質対策を強化するとともに、ダイオキシン類・環境ホルモン対策、ＰＣＢ対策

やＰＯＰｓ(残留性有機汚染物質)条約対応等個別の取組を充実する。また、化学物質に関す

る情報を、国民に分かりやすい形で提供する。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

ダイオキシン・環境ホルモン等緊急化学物質対策 ３，２９２( ０)*

のうち

(新)ダイオキシン類水域汚染緊急対応推進費 １５０( ０)

(新)ダイオキシン類水質汚染緊急調査費補助 ５２( ０)

(新)ダイオキシン類汚染底質処理に係る実証調査費 ５０( ０)

(新)内分泌攪乱化学物質実態解明推進事業費 １５０( ０)

(新)農薬内分泌攪乱作用検証調査 ５０( ０)

(新)ＰＣＢ廃棄物対策推進費補助金(再掲) ２，０００( ０)

(新)ＰＯＰｓ条約総合推進費 ７０( ０)

(新)ＰＯＰｓ廃農薬無害化処理技術に関する基礎調査研究 ８０( ０)

(新)新規化学物質環境リスク審査体系整備事業費 ７０( ０)

(新)ＰＲＴＲ対象物質の影響評価手法開発費 ７０( ０)

(新)野外における農薬生態系影響実態把握手法確立調査費 ３５０( ０)

政策対応型環境科学研究推進事業 のうち*

(新)化学物質環境リスク研究の推進 ３８４( ０)

国民対話型環境情報開発事業 のうち*

(新)国民不安解消のための化学物質リスク情報提供事業費 ２５０( ０)

(増) 環境汚染物質排出移動登録(ＰＲＴＲ)制度基盤整備事業 ４７９(４００)

【税制】

廃ＰＣＢ処理を促進するため、官民から拠出する「ＰＣＢ処理基金(仮称)」に対する拠出

金の損金算入等の特例措置を新設する。(再掲)
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②自動車に起因する大気汚染対策の強化

自動車に起因する窒素酸化物(ＮＯｘ)、粒子状物質(ＰＭ)による大気汚染問題は特に大都

市地域において依然として深刻である。

特に、ディーゼル自動車の排出ガスは大きな社会問題となっており、実効ある削減対策を

実施することが求められている。

このため、ディーゼル自動車排出ガス規制の迅速かつ大幅な強化の準備を進めるとともに、

自動車ＮＯｘ法を中心に自動車排出ガス総合対策に関する法制度の見直しを図る。また、自

動車税制のグリーン化や低公害車の普及などを進める。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

ディーゼル排出ガス等対策強化推進事業関係費 ７５２( ０)*

のうち

(新)大型ディーゼル車緊急対策推進費補助 ２００( ０)

(新)ディーゼル自動車新長期規制前倒しのための後処理装置 ３００( ０)

技術評価

(新)新燃料使用時の排出ガス実態調査 ３０( ０)

(新)ディーゼル排気微粒子曝露影響調査研究費 ２２２( ０)

(増) 自動車排出窒素酸化物総量削減対策 １８６( ６０)

【税制】

自動車ＮＯx法の特定自動車排出基準適合車への買換えを行った場合の自動車取得税の軽

減措置を拡充するとともに、自動車の排出ガス、燃費の性能に応じた自動車税の軽課・重課

を新たに導入する。また、自動車取得税の軽減措置の対象に、排出ガス技術指針に適合する

低排出ガス車を加える。
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③水・土壌・地盤環境の再生

水環境は、汚染の終着点であり、事業活動や国民生活の実相を映し出す鏡である。国民の

健康で潤いのある生活の基盤となる水環境を健全な姿に再生することが求められている。

また、ダイオキシン類等の有害物質により汚染された土壌という｢負の遺産｣を将来世代に

残さないため、土壌汚染の未然防止と、既に汚染された地域の浄化対策が求められている。

このため、水・土壌・地盤環境の再生に取り組むとともに、土壌汚染防止に関する技術評

価等を進め、土壌汚染防止のために必要な制度のあり方の検討を進める。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

水・地盤環境再生事業 １４５( ０)*

のうち

(新)環境保全上健全な水循環回復推進事業 ５０( ０)

(新)大深度地下使用に係る地下水・地盤環境保全に関する調査研究 ５５( ０)

(新)新たな技術を用いた地下水流動解明技術実証調査 ４０( ０)

国民環境活動倍増事業*

のうち

(新)生活排水負荷低減設備導入推進事業費 ６８( ０)

(新)身近な水環境保全活動推進事業費 ３５０( ０)

ダイオキシン・環境ホルモン等緊急化学物質対策*

のうち

(新)ＰＯＰs土壌汚染浄化技術基礎調査費 ７０( ０)

(新)水生生物に係る水質環境目標検討調査費 １００( ０)

(新)水質汚濁施策高度化検討調査 ４１( ０)

(新)栄養塩類総合管理検討調査 ２８( ０)

(新)ダイオキシン類土壌汚染対策費補助 １，０００( ０)
(生活関連等公共事業重点化枠要望)

(新)汚染土壌管理システム調査 １４( ０)

(新)汚染土壌拡散機構解明調査 １３( ０)
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２７６億円 ( ２１２億円)(３)自然の恵みを次世代へ引き継ぐ

うち、日本新生特別枠要望
非公共： １７億円／公共： ２６億円

生活関連等公共事業重点化枠要望
３６億円

多様な生物が織りなす豊かな自然は、国民の財産であるとともに、日本の文化や人間性を

育む源でもあり、これを次世代に確実に引き継ぐことが不可欠。

このため、このような貴重な自然を、ＩＴを含めた最新の技術も活用し、保全しつつ賢明

な利用を図る。

具体的には、衛星画像から遺伝子解析まで幅広い最新技術を活用して、保護と賢明な活用

のための生態系に関する科学的データを集積する。また、その成果を国民に分かりやすく提

供し、政策形成や地域の取組に活かす。

また、山野の豊かな自然を守り、適切な自然探勝ができる施設等の整備を進め、国民の自

然とのふれあいを高めるとともに、移入種による在来の生態系のかく乱の防止のための事業

を推進する。

【主な予算措置】 (単位：百万円)

(増)自然公園等事業費(一部 ) ２２,４６１(１７,５８６)*

うち、公共事業に係る日本新生特別枠要望 ２,５８０( ０)
生活関連等公共事業重点化枠要望 ３,６００( ０)

国民対話型環境情報開発事業*

のうち

(新)生態系総合管理基盤情報整備費(再掲) ６２５( ０)

(新)北東アジア渡り鳥衛星追跡モニタリング事業(再掲) ５０( ０)

(新)野生生物遺伝情報調査 ８９( ０)

(新)自然保護事務所電子政府システム導入開発費 ２１３( ０)

日本の自然資源の賢明な活用事業 ２００( ０)*

(新)温泉資源有効利用施設整備費補助 １００( ０)

(新)山岳環境浄化・安全対策緊急事業費補助 ７０( ０)

国民環境活動倍増事業*

のうち

(新)国立公園等民間活用特定自然環境保全活動 ３０１( ０)

(グリーンワーカー)事業費

(新)自然体験型環境学習活動基盤整備事業 １００( ０)

(増)我が国における移入種駆除等対策費 ４０( １１)
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３．国民の期待に応えうる環境行政組織への改革

１２２億円 ( １０８億円)

うち、日本新生特別枠要望
非公共： ５億円

環境省は平成１３年１月、１官房４局３部４審議官、１，１３１人で発足する。

山積する様々な環境問題に的確に対応していくためには、組織定員の不断の見直しによる

事務の効率化を図るとともに、他方で充実がなお必要。

このため、循環型社会構築に向けた循環型社会形成推進基本法、リサイクル関係諸法に基

づく施策の推進、有害廃棄物・不法投棄対策、ダイオキシン類対策等を的確に進めるための

組織定員の確保を図る。

特に、地球温暖化をはじめとする地球環境問題に関する国際交渉体制を整備するため、次

官級の地球環境審議官を創設する。

また、独立行政法人国立環境研究所についても、循環型社会の構築や化学物質対策等新た

な施策展開を科学面から支える研究の推進に向け、体制の充実を図る。
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（参考１）

日本新生特別枠（非公共事業分）により要望したい施策事業

［総額１６３億円］

●循環型社会形成・ものルネッサンス事業 １９億円

（１）廃棄物の終着駅までの安全確保 （ ７億円）

（２）リユース・リサイクルの輪の整備 （ ４億円）

（３）事業者等の自主的な環境保全活動の促進 （ ８億円）

●環境技術革新支援事業 １２億円

●政策対応型環境科学研究推進事業 １７億円

●国民対話型環境情報開発事業 ３１億円

（１）環境監視情報技術革新（環境ＩＴ） （１１億円）

（２）電子環境省 （１６億円）

（３）国民共用の環境情報の管理・提供 （ ４億円）

●インターネットを活用した地球環境共同研究 ２０億円
システム構築経費

●アジア太平洋環境安全保障 １１億円

●ダイオキシン・環境ホルモン等緊急化学物質対策事業 ３３億円

●ディーゼル排出ガス等対策強化推進事業 ８億円

●水・地盤環境再生事業 １億円

●日本の自然資源の賢明な活用事業 ２億円

●国民環境活動倍増事業 ９億円
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（ 参 考 ２ ）

「 日 本 新 生 特 別 枠 （ 公 共 」 及 び 「 生 活 関 連 等 公 共）
事 業 重 点 化 枠 」 に よ り 要 望 し た い 公 共 事 業

（ ）単 位 ： 億 円

日 本 新 生 生 活 関 連 等
公 共 事 業 重 計

特 別 枠 点 化 枠

● 廃 棄 物 処 理 施 設 ２ ５ ９ ６ ７ ３ ９ ３ １

廃 棄 物 ２ ３ ０ ４ ８ ９ ７ １ ９
（ 主 に 既 存 施 設 の （ 主 に 新 設 へ の

改 造 へ の 補 助 ) 補 助 ）

浄 化 槽 １ ９ ８ ４ １ ０ ３
（ 単 独 処 理 浄 化 槽 （ 新 設 合 併 処 理 浄

か ら の 転 換 ） 化 槽 の 基 数 増 加

等 へ の 補 助 ）

産 業 廃 棄 物 １ ０ １ ０ ０ １ １ ０
（ 建 設 解 体 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 処 理 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

リ サ イ ク ル 施 設 へ の 出 資 ）

に 係 る 環 境 事 業

）団 事 業 へ の 出 資

● 自 然 公 園 等 事 業 ２ ６ ３ ６ ６ ２

自 然 学 習 ６ ６

総 合 整 備 １ ５ １ ５

野 生 鳥 獣 ３ ６ ３ ６

自 然 歩 道 ５ ５

● 土 壌 汚 染 対 策 １ ０ １ ０
（ ）ダ イ オ キ シ ン 類

２ ８ ４ ７ １ ９ １ ， ０ ０ ３総 計
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（参考３）

平成１３年度環境省の施策全体に係る予算要求・要望の概要

平成１３年度概算要求・要望額 ３，６１６億円（対前年１３９．５％）

要求・要望額施 策 の 目 的 主 な 予 算 要 求 ・ 要 望

［単位：百万円］ （前年度）

［ ］環境省内の事務の効率的・ 審議会に必要な経費 68

効果的・効率的な遂行と幅 情報基盤の強化対策費 574 119億円［ ］

広い国民と情報を共有する ( 106億円)うち環境情報システム運用・開発に係る経費［ ］202

［ ］ために うち行政情報化の推進に係る経費 256

［ ］環境資源総合管理情報システム整備運営等経費 450

［ ］廃棄物の適正な処理、資源 循環型社会形成推進費 499

［ ］の再利用の促進等による うち循環型社会構築のための基礎的情報の 20

「循環型社会」を構築する 収集整理 2,453億円

ために うち循環型社会形成のための経済的負担措 (1,610億円)［ ］45

置等の導入検討調査

［ ］うち循環型社会形成総合情報収集・集積シ 65

ステム構築費

［ ］うち循環資源による再生品の規格等に関す 50

る情報提供事業

［ ］うち食品廃棄物減量化等促進事業 33

［ ］うち容器包装リサイクルの効果等検証評価 26

［ ］うち建築廃棄物再生資源化等促進事業 15

［ ］廃棄物処理新システム開発費 548

［ ］うちスラグ等再生利用促進調査 33

［ ］うち産業廃棄物情報管理システム構築事業 80

［ ］うち不法投棄等衛星監視システム開発調査 250

［ ］うち最終処分場跡地等点検・対策手法検討 52

調査

［ ］廃棄物処理技術情報提供システム開発費 66

［ ］産業廃棄物等処理対策強化費 327

［ ］うち電子マニフェスト制度システム改善 170

［ ］うちバーゼル条約対策費 45

［ ］廃棄物処理等科学研究費補助金 863

［ ］廃棄物再生利用等推進費 3,747

［ ］うち 廃棄物対策推進費PCB 2,000

［ ］廃棄物処理施設整備費 238,797

［ ］うち広域的な廃棄物処理センターへの 10,000

出資
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要求・要望額施 策 の 目 的 主 な 予 算 要 求 ・ 要 望

［単位：百万円］ （前年度）

［ ］環境行政の各分野に共通す 環境基本計画推進費 552

る施策や基盤となる施策を 環境保全企業行動等推進経費 222 245億円［ ］

実施するとともに、政府全 環境教育施策の推進対策費 300 ( 210億円)［ ］

［ ］体の環境政策を総合調整す 環境影響評価実施促進経費 299

［ ］るために 環境事業団助成費 5,889

［ ］うち助成費交付金 3,874

［ ］うち利子補給金 2,014

［ ］地球環境基金関係経費 2,027

［ ］環境基本計画推進調査費 150

［ ］国立機関公害防止等試験研究費 1,941

［ ］環境研究総合推進費 1,200

［ ］うち環境技術開発推進費 1,000

［ ］独立行政法人国立環境研究所経費 11,378

［ ］化学物質による健康影響の 総合化学物質対策検討費 1,883

防止及び公害による健康被 うち複数媒体汚染化学物質環境安全性 292億円［ ］203

害の補償・予防を通じて国 点検評価等調査費 ( 288億円)

［ ］民の安全と安心を確保する うち環境汚染物質排出移動登録（ ）PRTR 479

ために 制度基盤整備事業

［ ］うちダイオキシン類総合調査費 135

［ ］うち水銀汚染対策等調査推進事業 20

［ ］うちダイオキシン類リスク再評価調査 494

研究事業

［ ］うち化学物質の審査及び製造等の規制 56

に関する法律施行経費

［ ］うち新規化学物質環境リスク審査体系 70

整備事業

［ ］うちＰＯＰｓ条約総合推進費 70

［ ］うちＰＣＢ汚染物等処理推進検討調査 10

［ ］うち国民不安解消のための化学物質リス 250

ク情報提供事業

［ ］健康被害調査研究費 82

［ ］公害防止等各種調査研究費 2,636

］うち内分泌攪乱化学物質のリスク評価・ [1,390

試験法開発及び国際共同研究等推進

［ ］うち内分泌攪乱化学物質実態解明推進事業 150

［ ］うち化学物質環境安全性総点検調査等調査 237

研究費

［ ］うち化学物質の環境リスク評価推進費 487

［ ］うち 対象物質の影響評価手法開発費PRTR 70

［ ］公害防止等調査研究助成費 8

公害健康被害の補償と予防 [ －]



- -20

要求・要望額施 策 の 目 的 主 な 予 算 要 求 ・ 要 望

［単位：百万円］ （前年度）

［ ］地球温暖化の防止やオゾン 国際分担金等経費 2,950

層の保護等の地球環境保全 うち地球環境戦略研究機関拠出金 110億円［ ］700

と、そのための国際協力を 国際環境協力推進費 1,884 ( 75億円)［ ］

［ ］推進するために うち熱帯林等森林保全対策調査経費 22

［ ］うち砂漠化防止対策調査経費 69

［ ］うち地球的規模の自然資源劣化対策検討 25

調査経費

［ ］うち南極地域自然環境保全対策費 23

［ ］国連環境開発特別総会フォローアップ経費 133

［ ］うちリオ＋１０に向けた国際的イニシア 36

ティブ総合推進費

［ ］地球温暖化国内対策経費 579

［ ］うち温室効果ガス国別目録策定調査 20

［ ］地球温暖化国際対応経費 321

［ ］うち温暖化対策クリーン開発メカニズム 126

事業調査費

［ ］広域大気環境・越境大気汚染対策費 331

［ ］うち酸性雨監視測定網整備推進費 174

［ ］海洋汚染対策費 224

［ ］うち有害物質流出事故に係る環境影響評 9

価手法検討調査

［ ］地球環境研究総合推進費 2,650

［ ］環境技術開発推進費 1,000

［ ］うち地球温暖化防止先進技術実践モデル 150

事業費

［ ］公害防止等調査研究に必要な経費 1,292

［ ］うち衛星搭載用観測研究機器製作費 1,000

［ ］うち酸性雨調査研究費 246

［ ］自動車や工場に起因する大 大気汚染防止対策費 1,594

［ ］気汚染、騒音・振動、悪臭 うち有害大気汚染物質監視費補助 134

［ ］問題及び有害大気汚染問題 うち有害大気汚染物質排出抑制対策推進 110

等への対策により、清浄な うちダイオキシン類大気汚染監視費補助 43億円［ ］304

大気環境を確保するために うちヘキサククロロベンゼン等排出イン ( 34億円)［ ］30

ベントリー作成調査費

［ ］うち生活環境情報総合管理システムの 20

開発・運営

［ ］広域大気環境対策費 430

［ ］うち大気環境総合管理情報システム開発 400

・運営経費
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要求・要望額施 策 の 目 的 主 な 予 算 要 求 ・ 要 望

［単位：百万円］ （前年度）

［ ］騒音規制対策費 31

［ ］うち低周波音対策に関する調査 14

［ ］悪臭防止対策費 57

［ ］うち臭気環境目標設定事業 18

［ ］振動公害対策費 8

［ ］交通環境対策費 657

［ ］うち大型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車緊急対策推進費補助 200

［ ］うち自動車排出窒素酸化物総量削減対策 186

［ ］自動車公害防止対策費 479

］うちディーゼル自動車新長期規制前倒し［ 300

のための後処理装置技術評価

［ ］うち新燃料使用時の排出ガス実態調査 30

［ ］環境測定と環境修復に関する調査費 65

［ ］うち環境修復等のための生物利用に関す 27

る技術の調査及び評価推進費

［ ］環境監視等整備費に必要な経費 621

［ ］公害防止調査研究に必要な経費 373

［ ］うちディーゼル排気微粒子曝露影響調査 222

研究費

［ ］種々の化学物質による水質 水質汚濁防止対策推進費 2,149

［ ］汚濁 土壌汚染対策を講じ うち水質環境環境基準検討調査費、 、 235

国民の生活基盤となる潤い うち排水規制強化費 79億円［ ］294

ある水・土壌環境を確保す うち水質保全監視費等補助 ( 57億円)［ ］594

［ ］るために うちﾀﾞｲｵｷｼﾝ類水質汚濁監視費補助 798

［ ］生活排水対策総合推進費 98

［ ］総量規制・富栄養化対策費 122

［ ］水質保全・管理対策調査費 1,076

［ ］うち水質環境総合管理情報ｼｽﾃﾑ開発運営 43

経費

［ ］うち全国干潟ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ整備ﾓﾃﾞﾙ事業 100

［ ］瀬戸内海環境保全推進等調査費 117

［ ］地盤沈下対策推進費 73

［ ］土壌汚染防止対策推進費 1,751

［ ］うちﾀﾞｲｵｷｼﾝ類土壌汚染監視費補助 1,038

［ ］うちﾀﾞｲｵｷｼﾝ類土壌環境環境基準等検討 173

調査

［ ］農薬対策推進費 481

［ ］公害防止等調査研究に必要な経費 370

［ ］うち環境汚染等健康影響基礎調査費 171
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要求・要望額施 策 の 目 的 主 な 予 算 要 求 ・ 要 望

［単位：百万円］ （前年度）

［ ］うち 廃農薬無害化処理技術に関すPOPs 80

る実証基礎調査研究

［ ］環境監視等設備整備に必要な経費 190

［ ］環境保全施設整備に必要な経費 405

［ ］環境保全整備事業 1,000

(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類土壌汚染対策費補助)

［ ］国民の共有の財産である自 自然環境保全調査費 1,711

［ ］然環境を保全し、生物の多 うち生物多様性条約クリアリングハウス 20

様性を確保するとともに自 メカニズムの整備 275億円

然とのふれあいを増進する うちナショナルトラスト・環境教育活動 ( 212億円)［ ］4

ために モデル事業費

［ ］うち野生生物保護等国際対策推進事業 11

［ ］うち亜熱帯地域自然環境保全活用調査費 15

［ ］うちやんばる地域保全整備計画策定費 18

［ ］国際野生生物保護対策費 85

［ ］うちトキ生息環境保護推進協力費 15

［ ］自然保護教育活動推進事業費 79

［ ］うち自然環境学習指導者育成事業費 11

］うち自然公園等利用推進事業費 ［ 16

［ ］動物愛護管理推進費 43

［ ］うち動物愛護の推進のためのモデル協議 33

会活動推進事業費

［ ］うちペット動物流通販売実態調査費 10

［ ］自然環境保全基礎調査成果の電子化推進 50

［ ］国立公園利用適正化システム策定費 40

［ ］うち富士箱根伊豆国立公園富士山地域環 10

境保全対策実施事業費

［ ］特定野生生物保護費 625

［ ］うち特定鳥獣等保護管理対策費補助 133

［ ］うち希少野生動植物種保存対策費 56

［ ］共生と循環の地域社会づくりモデル事業費 39

［ ］野生鳥獣情報システム整備事業 50
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（参考４）

財政投融資に関する要求の概要

１．環境事業団関係

① 制度改正

循環型社会の構築に向けて、廃棄物処理施設の整備促進を目的とする建設譲

渡事業の拡充 等

② 要求金額

（前年度額 ） 前年度比

事業計画 ３２５億円 （ ２４１億円） １３４．９％
財投借入 ２４９億円 （ ３００億円） ８３．０％

２．政策金融関係

① 制度改正

リサイクル施設を対象とした循環型社会形成融資制度の創設、低公害車の普

及促進 等

② 要求金額

（日本政策投資銀行）

（前年度額 ） 前年度比
環境省要求分 ６０５億円 （ ６５３億円） ９２．６％

その他国民金融公庫、中小企業金融公庫に関しても要求を行っている。
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（参考５）

税制改正要望の概要

１ 自動車に起因する大気汚染・地球温暖化への対応

（１）自動車ＮＯ 法改正に係る措置Ｘ

○自動車NOx法の特定地域内において、特定自動車排出基準適合車への買換え

を行った場合の自動車取得税の軽減措置を延長するとともに、自動車NOx法

改正後、新基準適合車に係る軽減措置を拡充。

○特定地域外において、特定自動車排出基準適合車への買換えを行った場合、

上記に準じた自動車取得税の軽減措置を新設。

（２）自動車税への環境負荷に応じた税負担の考え方の導入

○排出ガス、燃費に関して性能の良い自動車について自動車税を軽くし、悪い

自動車について重くする措置を新設。

＜軽課の対象＞

・低公害車等の排出ガス性能の優れた自動車

・特定自動車排出基準適合車（買換えを行った場合）

・燃費性能が特に優れた自動車など、上記対象に準ずると考え

られる自動車

＜重課の対象＞

・原則として、新車登録から１１年以上経過した自動車

（３）その他自動車の低公害化・低燃費化に係る措置

○最新排出ガス規制（平成１４年度規制）適合車を早期に取得した場合の自動

車取得税の軽減措置を新設。

○低公害車（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド

自動車）に係る自動車取得税の軽減措置の対象を拡充し、認定された低排出

ガス車を追加しつつ、適用期限を延長。

○改正省エネルギー法の新燃費基準に適合する低燃費車に係る自動車取得税の

軽減措置について、所要の見直しを行った上で延長。

○低公害車燃料等供給設備（充電設備、天然ガス充填設備、メタノール充填設

備）に係る固定資産税及び特別土地保有税の課税標準の特例措置等を延長。
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２ 環境省創設を見据えた循環型社会形成のための取組推進

（１）ＰＣＢ処理の推進

○ＰＣＢ処理基金（仮称）に対する拠出金の損金算入等の特例措置を新設。

、 。○公害防止用設備に係る特別償却制度の対象を拡充し ＰＣＢ処理装置を追加

○公害防止用設備等に係る固定資産税、特別土地保有税、事業所税の課税標準

の特例措置等の対象を拡充し、ＰＣＢ汚染物又は処理物の分離施設を追加。

（２）リサイクル対策の推進

○再商品化設備等に係る特別償却制度並びに廃棄物再生処理用設備等に係る固

定資産税及び事業所税の課税標準の特例措置の対象を拡充し 「食品循環資、

源の再生利用等の促進に関する法律」の成立（平成１２年５月）を受けて整

備される食品循環資源に係る再生利用設備等を追加。

○公害防止設備に係る特別償却制度について、鋳物廃砂処理装置に係る適用期

限を延長。

（３）その他廃棄物対策の推進

○廃棄物最終処分場における埋立終了後の維持管理に要する費用に備えるため

の準備金（特定災害防止準備金）制度に基づく積立金の損金算入等を延長。

○廃棄物処理センターが事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税

措置の対象を拡充し、廃棄物処理法の改正に伴うセンターの新たな事業の用

に供する土地を追加しつつ、適用期限を延長。

○廃棄物処理事業を営む者が使用する機械の動力源の用途に供する軽油に係る

軽油引取税の非課税措置の対象を拡充し、廃棄物の中間処理施設内で専ら廃

棄物の処分のために使用される機械の用途を追加。

○登録廃棄物再生事業者の保管施設に係る特別土地保有税及び事業所税の課税

標準の特例措置等を延長。

○環境事業団の業務の拡大（建設譲渡事業の対象にＰＣＢ処理施設、建設廃棄

物処理施設を追加）に係る所要の措置。
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３ 地球温暖化をはじめとする地球環境問題への対応

（１）地球温暖化防止に資する建築物・住宅の普及

○省エネルギー・地球温暖化防止型の建築物・住宅について、特別償却制度及

び固定資産税・不動産取得税の課税標準の特例措置を新設。

（２）フロン回収・破壊等

○フロンの回収・破壊装置に係る特別償却制度を新設するとともに、ＨＣＦＣ

等を使用しない洗浄装置等の設備について、特別償却制度及び固定資産税に

係る課税標準の特例措置を延長。

※ 地球温暖化対応のための自動車に係る税制措置は１を参照。

４ その他

（１）民間団体による環境保全活動の促進

○公益の増進に著しく寄与する法人（特定公益増進法人）の範囲を拡大し、環

境保全活動を行う者に対する助成金の支給又は環境保全に関する普及啓発を

主たる目的とする公益法人を追加。

○環境保全活動を行う特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）に関する所要の措置

を新設。

（２）その他

（大気汚染規制区域におけるばい煙発生施設等、騒音規制地域における騒○特定事業用資産

音発生施設、水質汚濁防止法の上乗せ条例地域内特定施設及び指定地域特定施設、湖沼特定施

の買換・交換の場合の譲渡所得に係る所得税・法人税の設、水道水源特定施設）

特例措置を延長。

（ばい煙処理用設備、有害大気汚染物質（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）の○公害防止設備

）に係る特別償却制度を延長。排出又は飛散の抑制に資する施設及び汚水処理用設備

○環境事業団に係る以下の措置を延長。

・環境事業団から譲渡を受ける特定事業用資産の買換・交換の場合の譲渡所

得等に係る所得税・法人税の特例措置

・環境事業団業務に必要な土地等を譲渡した場合の譲渡所得等に係る所得税

・法人税の特例措置

○大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設

に係る特別償却制度を延長。


